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景
品
交
換
所
の
ぱ
ち
ん
こ
屋
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

ぱ
ち
ん
こ
業
界
に
お
い
て
は
、

・
客
が
ぱ
ち
ん
こ
屋
で
現
金
と
遊
技
球
を
交
換
し
て
当
該
遊
技
球
を
用
い
て
遊
技
を
行
い
、

・
遊
技
終
了
時
点
に
お
い
て
残
っ
た
遊
技
球
を
ぱ
ち
ん
こ
屋
で
特
殊
景
品
と
交
換
し
、

・
当
該
特
殊
景
品
を
近
隣
に
お
い
て
ぱ
ち
ん
こ
屋
か
ら
独
立
し
て
営
業
す
る
古
物
商
た
る
景
品
交
換
所
で
売
却
し
、

・
景
品
交
換
所
が
買
い
取
っ
た
特
殊
景
品
を
景
品
問
屋
に
売
り
、

・
景
品
問
屋
は
特
殊
景
品
を
パ
チ
ン
コ
ホ
ー
ル
に
卸
す
、

と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
三
店
方
式
」
と
呼
ば
れ
る
換
金
行
為
が
広
く
普
及
し
て
い
る
。

他
方
で
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
一
月
十
一
日
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
一
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
イ
で
は
「
ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
令
第
八
条
に
規
定
す
る
営
業
で
遊
技
球
等
の
数
量

に
よ
り
遊
技
の
結
果
を
表
示
す
る
遊
技
機
を
設
置
し
て
客
に
遊
技
を
さ
せ
る
も
の
」
の
賞
品
提
供
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を

「
当
該
遊
技
の
結
果
と
し
て
表
示
さ
れ
た
遊
技
球
等
の
数
量
に
対
応
す
る
金
額
と
等
価
の
物
品
」
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
当
該

規
定
に
つ
い
て
警
察
庁
が
公
表
し
て
い
る
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
解
釈
運
用
基
準
で

一



は
、
条
文
中
の
「
等
価
の
物
品
」
に
つ
い
て
「
同
等
の
市
場
価
格
を
有
す
る
物
品
」
を
言
う
も
の
と
し
、
さ
ら
に
「
市
場
価

格
」
に
つ
い
て
は
「
一
般
の
小
売
店
に
お
け
る
日
常
的
な
販
売
価
格
を
い
い
、
特
別
な
割
引
価
格
は
こ
れ
に
該
当
し
な
い
」
と

の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
及
び
解
釈
に
よ
れ
ば
、
古
物
商
た
る
景
品
交
換
所
は
上
記
三
店
方
式
の
過
程
の
特
殊
景
品
を
景
品
問
屋
に
売

る
取
引
で
差
益
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
店
方
式
が
広
く
普
及
し
て
い
る
背
景
に

は
、
ぱ
ち
ん
こ
屋
が
景
品
交
換
所
の
経
営
安
定
化
の
た
め
に
、
月
極
手
数
料
を
支
払
っ
て
い
る
実
情
が
あ
り
、
こ
れ
は
三
店
方

式
の
建
前
と
な
っ
て
い
る
景
品
交
換
所
の
独
立
性
に
矛
盾
す
る
。
こ
う
し
た
実
情
を
踏
ま
え
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
十
日
法
律
第
百
二
十
二
号
）
（
以
下
「
風
適
法
」
と
い
う
）
の
解
釈
及
び

古
物
商
の
営
業
行
為
に
つ
い
て
以
下
質
問
す
る
。

�

古
物
商
が
、
特
定
の
ぱ
ち
ん
こ
屋
の
客
か
ら
古
物
を
買
い
取
る
行
為
に
関
し
て
、
当
該
ぱ
ち
ん
こ
屋
か
ら
手
数
料
を
受
領

す
る
こ
と
は
、
風
適
法
ま
た
は
古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日
法
律
第
百
八
号
）
の
い
ず
れ
か
の
条
文
に
抵

触
す
る
か
。

�

古
物
商
が
経
営
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
、
客
か
ら
古
物
を
買
い
取
る
に
あ
た
っ
て
、
当
該
客
自
身
か
ら
手
数
料
を
徴
収

二



す
る
こ
と
は
風
適
法
ま
た
は
古
物
営
業
法
の
い
ず
れ
か
の
条
文
に
抵
触
す
る
か
。

�

警
察
庁
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
処
分
基
準
モ
デ
ル
を

一
部
改
正
し
、
当
該
改
正
事
項
を
生
活
安
全
局
長
通
達
と
し
て
各
都
道
府
県
警
察
に
通
達
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
際
当
該
改

正
に
お
い
て
、
現
金
等
提
供
禁
止
違
反
、
お
よ
び
賞
品
買
取
り
禁
止
違
反
に
関
す
る
処
分
の
量
定
は
、
従
来
の
「
Ｃ
」
か
ら

「
Ｂ
」
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ぱ
ち
ん
こ
に
お
け
る
不
正
な
換
金
行
為
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に

厳
罰
化
し
量
定
を
「
Ａ
」
ま
で
引
き
上
げ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
現
金
等
提
供
禁
止
違

反
、
お
よ
び
賞
品
買
取
り
禁
止
違
反
の
量
定
を
「
Ｂ
」
と
定
め
た
の
か
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

政
府
の
見
解
は
如
何
か
。

右
質
問
す
る
。
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